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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．あけましておめでとうございます 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

昨年は、イギリスのEU離脱やアメリカ新大統領の国内中心主義など反

グローバリゼーションの傾向が強まり、世界の動きは一層不透明な気配

がしますが、弊所は不変の信念「品質第一、信用重視」で本年も業務に

精励しようと思っています。 

どうぞ、宜しくお願い致します。 

所長 山内康伸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベテランの経験値、中堅の

実力、若手の行動力で、無

理難題に挑戦します。 

 
 

所長 山内康伸 

 

個々の案件に対して全力投

球し、質の高いサービスを提

供します。 

 

山内 伸 

 

日々の業務の遂行が、四国の

産業の発展に寄与できると

考え、今年も尽力していきま

す。 

原 一敬 
 

化学分野はお任せ下さい。 

しっかりとバックアップい

たします。 

 

赤松 善弘 

 

商標分野において、今年も丁

寧かつ綿密な対応を心掛け

ていきます。 

 

山内 章子 

 

弁理士陣と共に経営に役立

つ知財戦略を提案します。 

 

中小企業診断士 兼  

技術士 山内 昌彦 
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                飛行機からみた富士山の写真です 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．特許審査ハイウェイの紹介 （山内 伸） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 産業のグローバル化に伴い、日本のみならず外国でも特許権を取得する必要性が増

しています。外国で特許権を得るには、その国に特許出願をする必要があります。一

方で、外国での特許出願手続きにかかるコストは日本のみの場合よりも高くなる傾向

があります。そこで、外国出願のコストを抑える方法の一つとして特許審査ハイウェ

イを紹介します。 

 特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）とは、各国特許庁間の

取り決めに基づき、第１庁（先行庁）で特許可能と判断された発明を有する出願につ

いて、第２庁（後続庁）において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組

みです。日本企業の場合、多くは、第１庁が日本の特許庁、第２庁が外国の特許庁と

なります。すなわち、日本で特許可能と判断された発明について、外国で早期審査を

受けることができます。 

 
出典：特許庁「特許審査ハイウェイについて」 

   ＜https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm＞ 



 

 3 

 特許審査ハイウェイを利用する場合、第２庁（外国）では第１庁（日本）で特許可

能と示された請求項について審査します。また、第２庁（外国）の審査官は第１庁（日

本）の審査結果を参照します。そのため、第２庁（外国）での拒絶理由通知の回数が

減ることが期待されます。その分、外国代理人の手数料が低減されます。 

 特に審査体制が未熟な国、いわゆる五大特許庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）

以外の国で特許審査ハイウェイを利用した場合、拒絶理由通知なしで特許査定となる

ことが多々あるように思います。したがって、コストを抑える効果がかなりあると思

われます。 

以上 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

３．海外知財制度の紹介（インドにおける情報開示制度）（原 一敬） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 外国にある特有の制度について紹介するこのコーナーですが、今回はインドにある

特有の制度を紹介します。前回米国における情報開示陳述書（ＩＤＳ）の制度につい

て紹介しましたが、インドにもこれに似た制度があります。この制度は、インド特許

法第８条に「外国出願に関する情報及び誓約書」と言う形で規定されています。しか

し、この制度はＩＤＳとは大きく異なる点があります。それは、「外国出願のみ」に

適用されるという点です。すなわちＩＤＳは衡平法上の観点から設けられているのに

対し、このインド特許法８条は、同じ内容の出願に関する、外国での審査内容を知ら

せることで、インドでの審査の質の向上を図ることを目的として設けられています。 

 具体的に、インド特許法８条は以下のように規定しています。 

 まず８条（１）の概略は、「外国出願と同一若しくは実質的に同一の発明について、

その外国出願の出願人は、インド出願時、又は出願後所定期間内に、所定の陳述書と

誓約書を提出する」となります。ここで「所定期間」などは、規則により明確に示さ

れており、例えばＰＣＴ出願の場合は、インド国内段階の出願日から６月とされてい

ます。 

 次に８条（２）の概略は、「インドにおける特許出願後であって，それについての

特許付与又は特許付与拒絶まではいつでも，長官は，インド以外の国における出願の

処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき，その場合，

出願人は，自己に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。」

となります。 

 このインド特許法８条に違反すると、異議理由や取消理由に該当し、権利を行使で

きなくなると規定されており、事実いくつかの判例や審判で、特許が無効となったり、

権利行使ができなくなったりした例があります。 

 しかし、ここで問題になるのが、８条（１）、（２）の内容です。例えば、（１）で、
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実質的に同一の発明とはどの範囲を言うのか、また（２）で、長官が出願人に要求を

出した後や、その要求に応じて情報を提出した後に、インド以外の国で特許庁からの

応答があったものを提出する必要があるのか、また提出が必要な場合はどういった頻

度で提出するのが妥当かと言う点が、インド特許法の中にも、特許法規則の中にも明

確に規定されていません。 

 今までの判例や審判では、いくつかの点について、明確に判断されている項目はあ

るものの判断が行われていない項目もあります。また、インドの現地代理人も、情報

のアップデートがまちまちで、異なる回答をしているのが現状です。国際活動センタ

ーでは、複数の現地事務所へアンケートを行い、それらをまとめたものを公開してお

ります。皆様におきましてもご希望がございましたら、内容をお知らせすることがで

きますので、是非ご相談ください。 

以上 


